
平
成
二
十
七
年
財
務
省
令
第
五
十
四
号

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
額
の
計
算
に
関
す
る

省
令

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
額

の
計
算
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
償
還
の
対
象
と
す
る
期
間
）

第
一
条
　
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
債
の
償
還
の
請
求
（
以
下
「
国
債
の
償
還
の
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
年
度

（
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
に
規

定
す
る
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と

に
、
当
該
事
業
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
中
間
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
及
び

十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
会
社
の
行
う
株
式
会
社
日
本
政

策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
危
機
対
応
業
務
の
実
施
状
況
を

踏
ま
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
償
還
の
請
求
を
す
る
時
期
）

第
二
条
　
国
債
の
償
還
の
請
求
は
、
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
の
経
過
後
、
そ
れ
ぞ
れ
三
月
以
内
に
請
求
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
会
社
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
年
度
ご
と
に
提
出
す
る
当
該
事
業
年
度
の
中
間
事
業
年
度
に
係

る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
事
業
報
告
書
並
び
に
当
該
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及

び
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
国
債
の
償
還
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
償
還
の
額
の
計
算
）

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
と
な
る
資
本
の
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
告
示
で
定
め
る
計
算
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
万
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
告
示
で
定
め
る
計
算
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
会
社
は
、
国
債
の
償
還

の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
附
則
第
二
条
の
四
第
一
項
の
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
附
則
第
二
条
の
四
第
一
項
の
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一

年
財
務
省
令
第
五
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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